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８－２－１
広域的な交通ネットワークの充実
⑴　航　　　空

　札幌と道内外各地を結ぶ航空ネットワークの
拠点には、新千歳空港と丘珠空港の２空港があ
る。
　新千歳空港は、北海道の空の玄関口として昭
和63年７月に開港し、２本の3,000ｍ滑走路を備
えた国内初の24時間運用空港である。国内外の
航空輸送のネットワーク拠点としての役割を担
う北海道最大の拠点空港で、令和５年度の乗降
客数は国際線で全国第６位、国内線で全国第２
位となっている。令和２年１月からは、北海道エ
アポート㈱による７空港（新千歳、函館、釧路、
稚内、女満別、旭川、帯広）一体の運営が開始
された。これは、７空港を一括して民営化するこ
とにより北海道全体の観光振興・地域のより一
層の活性化を図るためのものである。札幌市で
は、北海道や空港周辺市町村と共に空港整備費
の一部を負担し、その維持・拡充を図っている。
　一方、丘珠空港は、広域分散型の地域構造を
もつ北海道において、企業の活動拠点や高度医
療機関など高次都市機能が集積する札幌と地方
主要都市とを結ぶ道内航空ネットワークの拠点
である。北海道のビジネスや医療従事、通院、
帰省等、社会生活にとって重要な役割を担い、
さらには観光利用や、災害時の応援受援や移動
手段の一部を受け持つ空港としての役割も担っ
ている。
　また、丘珠空港は都市型空港として、札幌市
と道内外の空港を直接結び、交流人口を増やす
ことにより両地域の活力を高める交通結節点と
しての役割も担っている。現在、丘珠空港では
３社12路線の定期便が就航しており、㈱北海道
エアシステム（ＨＡＣ）が道内６路線、道外２
路線（青森県三沢、秋田）、㈱フジドリームエ
アラインズ（ＦＤＡ）が道外３路線（富士山静
岡空港、信州まつもと空港、名古屋（小牧）空
港。いずれも夏ダイヤ期間限定）、トキエア㈱
が道外１路線（新潟）の定期便を運航している。
　札幌市では、北海道と共に空港整備費の一部
を負担し、その維持・拡充を図るとともに、利
用促進等によって丘珠空港の活性化に努めてい
る。

⑵　新　幹　線
　北海道新幹線は、新青森・新函館北斗間の建
設工事が平成17年度から進められ、28年３月
26日に開業した。
　また、新函館北斗・札幌間についても、平成
24年度（2012年度）に工事実施計画が認可さ
れた。その後、政府・与党申合せにより、2030
年度末の完成・開業を目指すこととされたが、
令和６年５月に、建設主体の鉄道・運輸機構か
ら国に対し「2030年度末の完成・開業は極め
て困難」と報告があり、新たな開業時期の見通
しは示されなかった。
　北海道新幹線札幌延伸の実現は、我が国の高
速交通網における基軸が形成され、北海道だけ
でなく全国規模で大きな効果を発揮するもので
あり、札幌市では新幹線の開業効果が最大限に
発揮されるよう、関係機関と連携を図りながら
さまざまな取組を進めていく。

８－２－２
都心のまちづくりに関わる計画体系
　都心のまちづくりは、「札幌市まちづくり戦略
ビジョン」を最上位計画とし、「第２次札幌市都
市計画マスタープラン」「札幌市立地適正化計画」
を都市空間に関わる上位計画とする「第２次都心
まちづくり計画」などに基づいて推進している。
　「第２次都心まちづくり計画」は、北海道・札
幌をけん引する経済成長と世界に誇る低環境負荷
の実現を果たすため、平成14年度策定の「都心ま
ちづくり計画」や同計画を補完するため平成22
年度に策定した「さっぽろ都心まちづくり戦略」
を見直し、新たな時代に向けた都心まちづくりの
指針として平成28年５月に策定したものである。

【都心まちづくり推進室】
　　https://www.city.sapporo.jp/kikaku/

downtown/

８－２－３
第２次都心まちづくり計画
　本計画では、計画期間である20年間の都心のま
ちづくりの目標として、「国内外から活力・投資
を呼び込む札幌都心ブランドの確立」「魅力的な
都心のライフスタイル・ワークスタイルの実現」

８－２　世界を引き付ける魅力と活力あふれるまち
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として、都心の賑わいの創出に寄与している。ま
た、30年９月には、歩行者の安全性や回遊性向
上のため、さっぽろ創世スクエア（札幌市民交流
プラザ）の開発と合わせて、「西２丁目地下歩道」
を整備した。
　今後は、地下歩行ネットワークの充実を図るた
め、民間開発との連携による拡充事例を踏まえ、
ネットワーク形成の方向性を検討していく。

８－２－５
文化と活力を創造する取組の展開
　都心においては、札幌駅前通地下歩行空間の交
差点広場及び憩いの空間や平成26年７月に供用を
開始した北３条広場など、多様な活用が可能な公
共空間の整備や、まちづくりの担い手であるまち
づくり会社等の活動の支援を行い、文化と活力を
創造する取組を進めている。

８－２－６
エリアマネジメントの支援・推進
　一定の地域で、住民・事業主・地権者などが主
体的に地域の管理・運営を行い、安全・安心・美
しさ・豊かさといったまちの魅力やさまざまなま
ちづくり活動によるにぎわいを創出し、地域価値
の維持・向上を図るエリアマネジメントの動きが
芽生えてきており、都心部では、主に次の４地区
での取り組みを支援している。

⑴　駅前通地区
　沿道地権者・地域関係者等を主体として平成
22年９月に設立された、「札幌駅前通まちづく
り株式会社」（まちづくり会社：必要な収益事
業を実施しながら、自ら活動資金を生み出し、
具体的かつ確実にまちづくりに取り組む組織）
を中心に、札幌駅前通地下広場の活用や、駅前
通地上部のにぎわい創出に向けた取組等、地区
のまちづくりが積極的に展開されている。また、
北３条広場の運営管理や駅前通の地上・地下の
一体的な活性化に資する取組を官民協働で進め
ている。

⑵　大 通 地 区
　平成21年９月に、地区内の商店街や大型店
が中心となり、「札幌大通まちづくり株式会社」
が設立された。同社は、歩道上におけるオープ
ンデッキや購買施設の設置、歩行者天国など道

を設定している。また、都心まちづくりを通じて
目指すまちの姿として「北海道・札幌をけん引す
る経済成長と世界に誇る低環境負荷の実現」を掲
げている。
　都心のまちづくりの具体化を先導する骨格構造
として、４つの骨格軸、１つの展開軸、２つの交
流拠点を設定した。
　また、面的にまちづくりを展開するターゲット・
エリアとして、「都心強化先導エリア」を新設す
るなど、６つのエリアを設定している。さらに、
目標実現に向け特に強力に推進すべき取組を「都
心まちづくりの戦略」として定め、これと並行し
て戦略の展開場所を具体的な位置図に落とし込ん
だ「空間形成指針」を定めている。
　さらに、都心まちづくりの着実な展開に向けて、
官民連携による都心マネジメントの仕組み（プ
ラットフォーム）づくりを進めるとともに、これ
に併せて都心のまちづくりをモニタリングする仕
組みを構築することを定めている。
　こうした仕組みを活用しながら、行政、民間、
市民、ＮＰＯ等といった都心まちづくりの関係主
体が共通の価値観を持ち、連携・協力した取組の
推進を図っていく。
　　https://www.city.sapporo.jp/kikaku/

downtown/plan/toshin2.html

８－２－４
都心部における地下歩行空間整備について
　「第２次都心まちづくり計画」では、都心の空
間形成指針の視点の一つとして、地上・地下の重
層的ネットワークの形成を掲げている。本市では、
積雪寒冷地札幌における四季を通じて安全快適な
歩行空間として、地下歩行ネットワークの充実を
推進している。
　札幌駅周辺と大通周辺地区では、それぞれが独
立して地下街や地下鉄コンコース等により地下歩
行空間が形成されていたが、札幌駅北口地下歩道
の整備や札幌駅南口広場地下街の増改修、さらに
は南口再開発により開業した大型商業施設とも繋
がるなど、特に札幌駅周辺でその拡充が進んでき
た。
　平成23年３月の札幌駅前通地下歩行空間（通
称チ・カ・ホ）の開通により、札幌駅周辺地区か
ら大通周辺地区、さらにはすすきの地区まで、四
季を通じて誰もが安全で快適に歩いて移動できる
ようになった。また、チ・カ・ホの両側に設けた「広
場」は、ただ歩くだけではなく憩い楽しめる空間
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定し、その実現に向けて地権者等との協議、再
開発への支援等を行っている。

⑵　大通・創世交流拠点
　大通・創世交流拠点では、時計台やテレビ塔、
大通公園、創成川公園など、観光・交流資源が
集積するエリアとして、質の高い文化的なライ
フスタイルを支える機能・空間の形成を目指し、
官民協働でさまざまな取組を進めている。その
うち北１西１地区では、平成30年10月に、「札
幌市民交流プラザ」やオフィス等、多様な機能
が複合した「さっぽろ創世スクエア」がグラン
ドオープンし、新たなにぎわい・交流拠点とし
て、市民をはじめ多くの人々に利用されている。
　また、令和５年10月には、大通及びその周
辺のまちづくりを官民協働で進めていくため、

「大通及びその周辺のまちづくり方針－札幌都
心はぐくみの軸強化方針－」を策定し、その実
現に向けて開発の誘導・支援等を行っている。

８－２－８　都市再生施策
　国（都市再生本部）では、都市再生プロジェク
トの選定や都市再生特別措置法の制定など、都市
再生を通じた構造改革に取り組んでいる。
　札幌市では、平成14年10月に「札幌駅・大通駅
周辺地域」と「札幌北四条東六丁目周辺地域」の
２地域が、緊急かつ重点的に市街地の整備を推進
すべき地域として、都市再生緊急整備地域に指定
され、24年１月には、「札幌駅・大通駅周辺地域」
の一部が、国際競争力の強化を図る上で特に有効
な地域として、特定都市再生緊急整備地域に指定
された。
　平成25年７月には、緊急整備地域２地域を統
合し、「札幌都心地域」に名称を変更すること及
び区域を拡大することについての指定を受けてお
り、国際競争拠点都市整備事業の推進や都市再生
特別地区を活用した民間開発の支援などの取組を
進めている。

路空間を活用したにぎわい創出事業、自転車の
駐輪・走行対策・共同荷さばき体制確立に向け
た検討など、地域価値を維持・向上させる公共
的な取組を官民協働で行っている。
　また、地区の再生に向けて、地権者を中心と
したまちづくりの方針策定を支援するなど、地
区の将来を見据えた取組を官民協働で進めてい
る。

⑶　すすきの地区
　平成17年12月に、第９次都市再生プロジェク
トのモデル地区として指定を受け、地元団体や
警察、札幌市等からなる「クリーン薄野活性化
連絡協議会」が設立された。同協議会では、青
色防犯灯やプランターの設置、安全・安心バナー
の掲出などの「防犯」と、地域の活性化に資す
る取組の実施など、新たな魅力を創出する「ま
ちづくり」の両面から活動を展開している。

⑷　創成東地区
　平成29年５月に、地区内の事業者等を中心
とした、当地区でのエリアマネジメントの推進
を目指す「一般社団法人さっぽろ下町づくり社」
が設立された。
　同社では、地区の資源を活かしたマルシェの
開催やSNSなどによる地区内の情報発信のほ
か、札幌市と連携し空間活用に関する社会実験
なども行っている。
　今後も、継続的にエリアマネジメントを推進
するための仕組・体制強化を図りながら、地区
の新たな魅力・活力の創出につながる取組を進
めていく。

８－２－７　都心先導プロジェクト
　魅力的で活力ある都心の実現のため、「第２次
都心まちづくり計画」で位置付けた都心の骨格構
造（４骨格軸、１展開軸、２交流拠点）を中心に、
都心まちづくりを先導するプロジェクトを推進し
ている。

⑴　札幌駅交流拠点
　北海道新幹線札幌開業を見据え、道都札幌の
玄関口としての拠点性の向上や交通結節機能の
強化等を目指している。
　平成30年９月には、札幌駅交流拠点のまち
づくりを官民協働で進めるための新たな指針と
して、「札幌駅交流拠点まちづくり計画」を策



第 ２ 部

都市空間

市
政
の
概
況

166

８－３－１　上　水　道
　札幌市の水道事業は、昭和９年に国から事業の
認可を受けて工事に着手し、12年、９万２千人を
対象に給水が開始された。
　その後、市勢の伸展に合わせた拡張事業や施設
整備事業を積極的に展開し、安定的な水源の確保、
給水需要増に対応した水道施設の拡充・整備を進
めた結果、現在では、給水人口約196万人、水道
普及率は100％近くに達し、ほとんどの市民が水
道を利用できる環境が整っている。
　現在は、昭和40 ～ 50年代に集中的に整備を進
めた水道施設の更新・改修や耐震化等の災害対策
など、将来にわたって安全安定給水を維持するた
めの取組を進めている。

【水道局】
　　https://www.city.sapporo.jp/suido/

⑴　事 業 計 画
　水道局では、平成27年３月に「利用者の視点
に立つ」を基本理念とした事業計画「札幌水道
ビジョン（計画期間：平成27（2015）～令和６

（2024）年度）」を策定した。札幌水道ビジョン
策定にあたっては「水源の分散配置と水質の安
全性の向上」「施設の更新・耐震化と危機管理
体制の強化」「利用者とのコミュニケーション
の充実」「経営基盤の強化と連携の推進」「エネ
ルギーの効率的な活用」の５つを重点取組項目
と位置づけ、これらに沿って行う15の主要事
業を示した。
　計画の折り返し地点である令和元年度には、
これまでの検証を行い、同ビジョンの改定を
行った。改定では災害対策の強化や、利用者サー
ビスのさらなる向上を図るなど、各取組の見直
しを行っている。

⑵　令和５年度主要事業
ア　施設整備事業（事業費201億8,432万円）

　豊平川水道水源水質保全事業、配水管布設
（63.1㎞）など

イ　固定資産取得（42億9,898万円）

⑶　主 要 施 設
ア　水　　　源

　札幌市の水源は、豊平川・琴似発寒川・

星置川・滝の沢川の河川であり、１日最大
860,600㎥の取水を確保している。このうち、
上流に豊平峡ダム・定山渓ダムを抱える豊平
川にその89％が集中している。
　このため、豊平川以外にも安定した水源を
確保するために、当別ダムを水源とする石狩
西部広域水道企業団事業に参画している。
　また、豊平川流域における水道水源の水質
に対する保全や、水質事故や災害時への対策
を目指し、「バイパスシステム」を構築する豊
平川水道水源水質保全事業を実施している。

イ　浄　水　場
　本市に５つある浄水場では、河川水（原水）
に薬品を注入し、沈でん、ろ過、塩素消毒を
行い、水道水をつくっており、現在１日当た
り699,600㎥の給水能力を有している。
ア　藻岩浄水場

　藻岩浄水場は、本市の創設浄水場として
昭和12年に通水した。現在は１日当たり
129,000㎥の給水能力を有している。
　また、水力発電を行っており、発電した
電力を藻岩浄水場などで使用している。

イ　白川浄水場
　白川浄水場は、本市最大の浄水場として
昭和46年に通水した。現在は１日当たり
542,000㎥の給水能力を有し、本市の給水
量全体の約８割を担っている。現在は、経
年劣化が進む白川浄水場の改修及び耐震化
を主な目的として、白川浄水場改修事業を
進めている。

８－３　都市基盤を適切に維持・更新し、最大限利活用するまち

▲白川浄水場
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ウ　送　水　管
　送水管は、浄水場でつくった水道水を配水
池へ送るための施設であり、令和５年度末の
総延長は約51kmである（休止中の送水管を
除く）。
　このうち、昭和40年代に布設された白川
第１送水管は、経年劣化が進み耐震性能も不
足しているため、安定した送水機能の維持を
目的とし、白川第１送水管の更新及び耐震化
に取り組んでいる。

施　設　能　力

上　水　道　普　及　事　業

上 水 道 口 径 別 使 用 水 量

区 別 給 水 件 数 の 推 移
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イ　配水幹線の連続耐震化
　４つの基幹配水池からそれぞれの配水区域
末端までをつなぐ基幹となる配水幹線を連続
して耐震化する事業を進めている。このうち、
藻岩配水池系については平成29年度に完了し
ている。

ウ　災害時重要施設へ向かう配水枝線の耐震化
　配水幹線から災害時重要施設（災害時基幹
病院、指定避難所（基幹）など）へ向かう配
水枝線の耐震化を優先的に進めている。令和
５年度末までに143か所の耐震化が完了して
おり、６年度までに計154か所を耐震化する
予定である。

エ　応急給水施設の整備
　地震などの災害発生時にあっても必要とな
る給水量を確保する、応急給水施設の整備が
完了した。
　応急給水施設としては、市内に42箇所の緊
急貯水槽と、20箇所の配水池に緊急遮断弁を
設置しており、発災から３日間に必要となる
被災者１人１日３Ｌ以上の飲料水を確保して
いる。

オ　防災計画・マニュアルの策定と防災訓練の
　実施

　地震災害発生時に応急活動を迅速かつ確実
に行うための業務継続計画、具体的な役割・
活動を示した災害マニュアルを策定してい
る。また、職員対象の防災訓練に加え、協定
締結都市・関係団体、地域住民等と連携し、
定期的に防災訓練を実施している。

⑸　水道局電話受付センター
　水道局電話受付センターでは、引越し等の届
出や夜間・休日の急な水道故障等の相談を24
時間年中無休で行っており、令和５年度は、約
319,000件の受付件数となっている。
　電話（011）211-7770　 Fax（011）211-7777

⑹　札幌市水道記念館
　札幌市水道記念館は、昭和12年に札幌市民に
初めて水を供給した旧藻岩第一浄水場の建物の
一部を活用し、52年に誕生した。その後、市民
と水道事業のコミュニケーションを育む接点と
なることを目指して平成19年５月にリニューア
ルし、令和５年９月には、リニューアル後の来
館者数が約137万人に達している。
　メインの展示スペースである「アクアミュー
ジアム」では、水循環を表す「水の旅」をテー

エ　配 水 施 設
ア　配水池及びポンプ場

　配水池は、日中と深夜などの時間帯によっ
て変動する水の使用量に対応し、適正な水
圧を保つための貯留施設である。
　本市には藻岩・平岸・清田・西部の全部
で４つの基幹配水池のほか、高台地区へ給
水するためのポンプ場・高区配水池等の高
区配水施設がある。
　高区配水施設は、省エネルギー化や、維
持管理性の向上などを視野に入れて、更新
時期に合わせた施設の再編などの整備を実
施している。

イ　配　水　管
　配水管は、配水池などの施設から水道利
用者まで水道水を運搬するための管路施設
である。令和５年度末の総延長は6,097km
であり、水道水を各配水エリアへ輸送する
機能を持つ配水幹線は436km、水道水を水
道利用者へ供給する機能を持つ配水枝線は
4,815km、配水枝線の補助的な役割を果た
す配水補助管は844kmとなっている。
　将来にわたり安全安定給水を確保するた
めに、配水管の更新事業を計画的に進めて
いる。

オ　配水センター
　配水センターでは、刻々と変化する流量や
水圧、配水池の水位などの情報を収集・解析
し、送配水施設の運営状況、異常の有無など
を24時間体制で監視している。

カ　水質管理センター
　水質管理センターでは、安全で良質な水道
水を供給するため、水質自動監視装置や高度
な分析装置などを用いて、水源から蛇口まで
の水質監視・水質検査を行っている。

⑷　災害対策の充実
　災害発生時における被害の抑制や応急給水量
の確保のため、施設及び管路の耐震化や応急給
水施設の整備によるハード対策と、防災計画・
マニュアルの策定、防災訓練の実施などのソフ
ト対策により災害対策の充実を図っている。
ア　施設の耐震化

　施設の耐震化については、基幹となる施設
から優先的に進めており、平成28年度に市内
最大の平岸配水池の耐震化を完了した。その
他の配水池や浄水場、高区配水施設などの耐
震化についても着実に推進していく。
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　高度経済成長期や冬季オリンピックなどを契機
とし、快適な生活環境の確保や水環境の保全・創
出のため、昭和40年代～ 50年代にかけて、積極
的な整備を進めてきた結果、今ではほとんどの市
民が下水道を利用できるようになっており、快適
で安全な生活と、都市の健全な発展を支えている。
　また、豪雪地帯である本市では、下水の熱を活
用した雪処理にも取り組んでおり、雪処理施設で
は公共排雪量の１割を処理している。
　　https://www.city.sapporo.jp/gesui/

⑴　中長期計画　
　札幌市の下水道は、老朽化した下水道施設の
急激な増加、集中豪雨の増加や大規模な地震の
発生、将来的な人口減少に伴う下水道使用料収
入の減少といった財政状況の悪化が懸念される
など、大変厳しい状況に直面している。
　このような状況を踏まえ、令和３年度から10
年間の札幌市下水道事業の方向性をとりまとめ
た「札幌市下水道ビジョン2030」を令和２年８
月に策定した。

マに、参加性や体験性を重視した展示物を数多
く設置している。また、隣接する藻岩浄水場の
見学ツアーでは、実際の浄水の過程を見学する
ことができる。

８－３－２　下　水　道　
　札幌市の下水道事業は大正15年に雨水排除を目
的として整備を始め、その後、戦後の急激な人口
増加に伴い、昭和32年に生活排水等の処理によ
る生活環境の改善と浸水の防除を目的として、本
格的な整備が開始された。

水道のしくみ

▲札幌市水道記念館

札幌市水道記念館の来館者数等

下水道普及状況
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に、昭和53年より、雨水拡充管や雨水ポンプ
場の整備を進めるとともに、整備水準を超え
る局地的な大雨に対しては、平成25年度より、
周辺に比べて土地の低い窪地などで河川へ雨
水を流すバイパス管を整備するなど、被害軽
減の観点から、地域の実情に応じた個別の対
応を本格的に実施している。
　また、ソフト面の対応として、平成23年度
より、市民、企業、行政の協働による雨水流
出抑制の取組を進めているほか、令和３年度
には「札幌市浸水ハザードマップ」を電子版
で公表するとともに、都心部の管路内水位を
インターネットで閲覧できる「札幌市下水道
水位情報システム」を公開した。

浸水対策逹成　90.9%　（令和５年度末）
拡 充 管 整 備　207km（令和５年度末）
ポンプ場整備　７カ所 （令和５年度末）

ウ　水質保全対策事業
ア　高 度 処 理

　水再生プラザの放流先河川では、その水
量に占める下水処理水の割合が高いため、
一部の水再生プラザにおいて高度処理（通
常の処理よりも下水をきれいにする方法）
により公共用水域の水質環境基準の達成・
維持を図り、良好な水環境の維持に貢献し
ている。

イ　合流式下水道の改善
　本市の下水道処理区域のうち、面積にし
て約６割を占める区域で採用している合流
式下水道は、雨水と汚水を同一の下水道管
で排除するため、大雨が降った時に、汚水
まじりの雨水が河川へ放流されるという問
題を抱えている。 このため、公共用水域へ
の汚濁負荷の削減へ向けて、雨水貯留施設

　また、令和３年７月には、ビジョンを実現す
るための具体的な行動計画として、令和３年度
から７年度を計画期間とする「札幌市下水道事
業中期経営プラン2025」を策定した。
　ビジョン及びプランでは、「札幌をささえる
下水道を次世代へつなぎます」を基本方針とし、

「急激な増加が続く老朽化施設への対応」「増加
する自然災害への対応」「一層厳しくなる経営
環境への対応」の３つの対応を重要な要点とし
ている。
　また、プランでは、事業の指標や中期財政見
通しを定め、毎年度、実施状況を確認し、進行
管理を行うこととしている。
　下水道事業を取り巻く情勢の変化に対応し、
将来にわたり良好な下水道サービスを提供する
ため、ビジョン及びプランに基づいて、着実に
事業を進めていくとともに、投資と負担のバラ
ンスに配慮しながら、健全な財政運営に努めて
いく。

⑵　建 設 事 業　
ア　下水道施設の改築

　本市の下水道管路や水再生プラザ・ポンプ
場などの多くの下水道施設は、昭和40 ～ 50
年代に集中的に整備を進めたため、今後、老
朽化した施設が急激に増加する。
　このため本市では、 令和６年３月に改定し
た「札幌市下水道改築基本方針」に基づき、
適切な維持管理により、可能な限り延命化を
図るとともに、施設の状態を把握して改築の
必要性を判断しながら、計画的な事業執行に
努めていく。
　また、あわせて、耐震性能の確保など、機
能のレベルアップも図っていく。

イ　雨水対策事業
　雨に強いまちづくりを目指し、市内一律10
年確率降雨（35mm/h）の大雨の排除を目標
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道科学館の空調やロードヒーティングの
熱源として利用している。

・発電利用
　西部スラッジセンターの下水汚泥焼却
炉において、余剰蒸気を利用した蒸気発
電を行っており、年間約150万kWhを
発電している。
　引き続き、焼却炉の改築に合わせ、発
電設備の導入を進める。

イ　下水道資源・資産の有効利用
・処理水

　枯渇した河川のせせらぎ回復のため、
創成川水再生プラザの高度処理水を安春
川や屯田川などへ供給している。

・下水汚泥
　１日およそ4.2万m3発生する下水汚泥
を焼却等により減量化し、その全量を埋
戻材やセメント原料などの建設資材とし
て有効利用している。

・水再生プラザ等の上部空間
　水再生プラザの上部空間に野球場など

の設置により、雨天時における汚濁負荷の
高い初期流入水を一時貯留し、降雨終了後
に水再生プラザにおいて処理する等の対策
を行っている。また、雨天時放流水中に含
まれるごみ等（きょう雑物）を除去するた
め、合流式吐口にスクリーン等を設置して
いる。

エ　地震対策事業
　大規模な震災による下水道の被害を抑制す
るため、被災時の影響が大きい施設を優先し、
処理施設や管路施設などの耐震診断・補強を
進めるとともに、圧送管については二条化・
ループ化により代替性を確保し、下水道機能
の強化に努めている。

オ　下水道エネルギー・資源の有効利用
ア　下水道エネルギーの有効利用

・雪処理施設
　下水処理水などが持つエネルギーを利
用した雪処理施設を運用している。これ
らの施設での雪処理量は、例年、札幌市
が排雪する雪の約１割を占めており、冬
期間の快適な都市生活環境の実現に寄与
している。

・下水熱利用
　下水処理水の熱を西区民・保健セン
ターの暖房に利用している。また、下水

雪処理施設一覧

▲下水道管の清掃状況

▲下水道管の損傷状況（管頂部変形）
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を枯渇河川のせせらぎ回復に利用している。
　本市は積雪寒冷地に位置するため、雪対策
として、未処理下水や下水処理水が持ってい
る熱を利用した融雪施設や投雪施設等を10カ
所、さらに処理水の水流による雪の流下処理
施設（流雪溝）を７カ所整備しており、効果
を発揮している。
　また、水再生プラザの池槽部はすべて建物
内に設置しており、その屋上部分を有効利用
するためにテニスコート、野球場、パークゴ
ルフ場等のスポーツ施設（19施設）や緑地施
設（２施設）を設置している。これらの施設
は市民開放しており、令和５年度の利用者数
は約８万人であった。

エ　汚泥処理施設
　下水の処理に伴い発生する汚泥は、汚泥処
理施設で脱水や焼却を行い減量化を図ってい
る。脱水汚泥の大部分は焼却し、発生した焼却
灰は建設資材として有効利用するなど、100
％リサイクルを行っている。
　汚泥の集中処理は、各水再生プラザでの個
別処理に比べ、設備の統合・大型化や維持管
理人員の削減が可能となり、コスト的に優位
であること、また、エネルギー回収や資源化
も効率的に行えることなどから、札幌市では、
市街地中心部を流れる豊平川を境にして、豊
平川左岸地区（西部系）と右岸地区（東部系）
に分けて汚泥を集中処理しており、各水再生
プラザで発生した汚泥は、管路で東西２カ所
のスラッジセンターに圧送し、濃縮・脱水・
焼却処理を行っている。

の運動施設や公園施設を設けて、市民に
開放している。また、下水道科学館などの
屋上に太陽光発電設備を設置している。

⑶　維 持 管 理　　
ア　下 水 道 管　

　家庭や工場等から排出される下水は、敷地
内の排水設備から公共ますを経由して下水
道管に流れる。本市の下水道管は、令和５
年度末で管路延長8,325.40km、マンホール
217,490か所、公共ます446,746か所となっ
ており、その多くは昭和40年代から50年代
にかけて集中的に整備されたものである。管
路総延長のうち、布設後50年が経過するもの
は、現在1,768km（21％）とわずかであるが、
20年後には7,141km（86％）となり、本市
の下水道は、「拡張整備」の時代から「維持
管理」の時代となっている。
　将来にわたり下水道機能を維持していくた
めに、定期的な目視点検や、テレビカメラを
使った詳細調査を行い、施設の状態を客観的
に把握している。平成28年度からは「札幌
市下水道改築基本方針」に基づき、毎年約
210kmの詳細調査を実施している。調査結果
を踏まえ、計画的に管路清掃や修繕・改築を
行うことで、効率的で効果的な維持管理に努
めている。

イ　ポ ン プ 場
　排出された下水は自然流下で水再生プラザ
に送水されるが、地表の勾配などの条件によ
り下水道管の埋設位置が深くなる場合には、
途中でポンプにより汲み上げ、再び自然流下
させている。このように下水を送水するため
の施設としてポンプ場が設けられている。も
う一つの機能として、ポンプ場は大雨の際に
雨水を河川に放流して、浸水を防ぐ役割を
担っている。市内には、現在16カ所のポン
プ場が設けられている。

ウ　水再生プラザ
　水再生プラザでは、下水道管で送水されて
きた下水を処理して河川に放流している。市
内には、現在10カ所の水再生プラザが稼働し
ており、微小な生物を用いて汚水を浄化する
活性汚泥法という生物処理を行っている。
　公共用水域の水質環境基準の達成・維持の
ために、一部の水再生プラザでは、より水を
きれいにする高度処理を行っており、創成川
水再生プラザでは砂ろ過法で高度処理した水

水再生プラザの状況
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来館者数は100万人を超えている。
　この施設は、創成川水再生プラザの付帯施設
である貯留管ポンプ施設の管理棟の一部を利用
し整備したもので、地下４階では、実際に使用
中の雨水貯留管を見学することができる。

https://www.sapporo-src.com/kagakukan/

８－３－３　市有建築物の再配置
　少子高齢化の進展、人口減少社会の到来による
人口構造の変化に伴い、市有建築物に対する市民
ニーズの変化に対応していく必要がある一方、冬
季オリンピックの開催や政令指定都市への移行に
合わせて整備された市有建築物の大量更新を迎え、
その更新・保全費用は急激に増加すると見込まれ
ている。
　こうしたことから、札幌市では、学識経験者等
からなる「札幌市市有建築物のあり方検討委員会」
からの提言を踏まえ、平成26年12月、札幌市全体
における公共施設の効果的・効率的な配置や総量
のあり方についての基本的な方向性や考え方を示
す「札幌市市有建築物の配置基本方針」を策定した。
　現在、この基本方針やインフラを含めた「札幌
市市有建築物及びインフラ施設等の管理に関する
基本的な方針」に基づく中長期的な見通しを踏ま
え、拠点への集約化や小学校を中心とした公共施
設の複合化などを進めている。
　　https://www.city.sapporo.jp/chosei/

shiyuu_kenchiku/

⑷　令和５年度主要事業　
ア　建設事業費 219億円

　管路整備 113億円
　施設整備 106億円

《事業内容》
ａ　管路整備
　【管路布設延長　27.8㎞】
　・老朽管等の改築24.2㎞
　・平岸地区雨水拡充管等（雨水対策）1.6㎞
　・新認定道路等2.0㎞
ｂ　施設整備
　【ポンプ場５カ所、水再生プラザ等９カ所】
　・ポンプ場、水再生プラザ等の設備改築
　・西部スラッジセンター汚泥焼却廃熱発電
　　設備設置
イ　維持管理費 218億円
　　管路施設 51億円
　　処理施設 136億円
　　その他（水道局への下水道使用料
　　徴収経費負担金等） 31億円

⑸　助 成 制 度
ア　私設排水設備工事に対する補助

　一定条件の通路に設置する排水設備につい
ては工事費の５分の４を補助し、市が受託施
工している。

イ　水洗トイレ改造資金補助金の交付
　処理区域または処理可能区域において、住
居の用に供するくみ取り便所を水洗化改造す
る者に対して、一定の助成条件のもと補助金
の交付を行っている。

ウ　水洗化資金の融資あっせん
　処理区域または処理可能区域において、住
居の用に供するくみ取便所を水洗化改造する
者に対して、一定の条件のもと市が金融機関
へ融資あっせんを行っている。なお、融資に
係る利子は市が補填している。

⑹　札幌市下水道科学館　
　札幌市下水道科学館は、目にする機会の少な
い下水道管やポンプ施設、下水処理施設などに
ついて、その仕組みや水環境の保全のために果
たしている役割などを、楽しみながら市民に理
解してもらうことを目的に、平成９年５月に開
館した広報施設である。平成30年３月には展
示物をリニューアルし、下水道の仕事を体験し
ながら学ぶことができ、驚きや発見を実感する
展示内容を数多く盛り込んでおり、開館以来の

▲札幌市下水道科学館




